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平
成
　
年
１
月
1
日
時
点
で
美
里
町
内
に
償

30

却
資
産
を
所
有
し
て
い
る
か
た
は
、
申
告
書
の
提

出
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
な
お
、
１
月
1
日
時
点
で
償
却
資
産
を
所
有
し

て
い
な
い
場
合
で
も
、
美
里
町
内
で
事
業
を
行
っ
て

い
る
か
た
は
、
資
産
が
な
い
旨
の
申
告
を
お
願
い

し
ま
す
。

※
 平
成
　
年
度
申
告
か
ら
、
申
告
書
へ
の
マ
イ

28

ナ
ン
バ
ー
の
記
入
が
必
要
と
な
り
ま
し
た
。

　
そ
の
た
め
、
申
告
時
に
、
個
人
番
号
確
認
書
類

お
よ
び
身
元
（
実
存
）
確
認
書
類
の
提
示
ま
た

は
写
し
の
添
付
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

※
前
年
に
申
告
さ
れ
た
か
た
に
は
、　
月
下
旬
に

12

申
告
書
を
送
付
し
て
い
ま
す
。
初
め
て
申
告
す

る
場
合
な
ど
、
お
手
元
に
申
告
書
が
な
い
場
合

に
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
関
係
書
類
を
お
送
り

し
ま
す
。

　
な
お
、
申
告
書
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
税
金
→

様
式
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
）
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す

る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

太
陽
光
パ
ネ
ル
を
設
置
し
売
電
す
る

場
合
申
告
が
必
要
で
す

　
土
地
や
家
屋
の
屋
根
な
ど
に
、
発
電
出
力
　
　
10
kW

以
上
の
太
陽
光
パ
ネ
ル
を
設
置
し
て
売
電
す
る

場
合
は
、
原
則
売
電
事
業
と
な
り
、
償
却
資
産
の

申
告
が
必
要
で
す
。

　
た
だ
し
、
家
屋
に
一
体
の
建
材
（
屋
根
材
な
ど
）

と
し
て
設
置
す
る
場
合
、
固
定
資
産
税
（
家
屋
）
と

し
て
課
税
さ
れ
る
た
め
、
申
告
の
必
要
は
あ
り
ま

せ
ん
。所

有
者
お
よ
び
発
電
規
模
別
の
課
税

区
分

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
に
係
る

課
税
標
準
の
特
例
に
つ
い
て

　
次
の
条
件
を
す
べ
て
満
た
す
設
備
に
つ
い
て

は
、
課
税
標
準
の
特
例
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

《
特
例
内
容
》

　
新
た
に
固
定
資
産
税
が
課
せ
ら
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
年
度
か
ら
３
年
度
分
に
つ
い
て
、
当
該
設

備
に
係
る
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ

き
価
格
が
３
分
の
２
に
軽
減
さ
れ
ま
す
。

《
特
例
の
適
用
を
受
け
る
た
め
の
条
件
》

　
平
成
　
年
度
税
制
改
正
に
よ
り
、
対
象
と
な
る

28

設
備
の
条
件
が
変
更
と
な
り
ま
し
た
。

１

　償却資産とは、個人や法人で工場や商店などを営んでいるかたが所有している、事業

のために用いることができる機械、備品など（土地・家屋を除く）のことです。

旧新

経済産業省による「固定価格買取制

度」の認定を受けて取得された太陽

光発電設備

再生可能エネルギー事業者支援事

業補助を受けて取得された自家消

費型太陽光発電設備

対象設備

10kW以上10kW以上発電出力

平成24年５月29日～平成28年３月31日平成28年４月１日～平成30年３月31日取得時期

経済産業省が発行する「再生可能エ

ネルギー発電設備を用いた発電の

認定について（通知）」（写）

※平成27年２月14日以前に認定を受け

た場合は「10kW以上の太陽光発電設

備に係る設備認定通知書」（写）

一般社団法人環境共創イニシアチ

ブが発行する「再生可能エネルギー

事業者支援事業補助金交付決定通

知書」(写)提出書類

２

償却資産の申告は、１月31日（水）まで
申告期間：１月４日（木）～31日（水）

問合せ＝総務税務課　税務係　　緯76-5131

10kW未満の太陽光発電設備10kW以上の太陽光発電設備所有者

売電事業用の資産とはなり

ませんので、償却資産とし

ては課税の対象外です。

経済産業省の認定を受けた

太陽光発電設備を設置し

て、売電する場合は、売電

事業用の資産となり、課税

の対象です。

個　人

店舗やアパート、工場などを営む個人事業主のかたが、そ

の事業のために太陽光発電設備を設置した場合は、売電の

有無にかかわらず事業用の資産として課税の対象です。

個　人

（個人事業主）

事業の用に供している資産として、売電の有無にかかわらず

課税の対象です。
法　人

7平成30年１月

　
平
成
　
年
分
の
確
定
申
告
か
ら
、

29

医
療
費
控
除
は
領
収
書
の
提
出
が

不
要
に
な
り
ま
し
た
。

　
な
お
、
領
収
書
の
提
出
の
代
わ
り

に
「
医
療
費
控
除
の
明
細
書
」
の
添

付
が
必
要
に
な
り
、
税
務
署
か
ら
記

入
内
容
の
確
認
を
求
め
る
場
合
が

あ
り
ま
す
の
で
、
領
収
書
は
５
年
間

保
存
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

※
提
出
が
不
要
に
な
る
領
収
書
に

は
、
医
療
費
控
除
を
受
け
る
た
め

に
必
要
な
医
師
な
ど
が
発
行
し

た
証
明
書
は
除
き
ま
す
（
例：

お

む
つ
使
用
証
明
書
、
在
宅
介
護
費

用
証
明
書
な
ど
）。

※
平
成
　
年
分
の
確
定
申
告
ま
で

31

は
、
従
来
ど
お
り
領
収
書
の
添
付

ま
た
は
提
示
に
よ
る
こ
と
も
で

き
ま
す
。

　
健
康
の
保
持
増
進
お
よ
び
疾
病

の
予
防
と
し
て
一
定
の
取
組
を
行

う
か
た
が
、
特
定
一
般
用
医
薬
品
等

購
入
費
※

を
支
払
っ
た
場
合
は
、
通

常
の
医
療
費
控
除
と
の
選
択
に
よ

り
、
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税

制
に
よ
る
医
療
費
控
除
の
特
例
の

適
用
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
こ
の
特
例
の
適
用
を
受
け
る
か

た
は
、「
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ

ン
税
制
の
明
細
書
」
の
提
出
お
よ
び

適
用
を
受
け
る
年
分
に
お
い
て
一

定
の
取
組
を
行
っ
た
こ
と
を
明
ら

か
に
す
る
書
類
の
提
出
ま
た
は
提

示
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

※
特
定
一
般
用
医
薬
品
等
購
入
費

と
は
、
医
師
に
よ
っ
て
処
方
さ
れ

る
医
薬
品
（
医
療
用
医
薬
品
）
か

ら
薬
局
な
ど
で
購
入
で
き
る
Ｏ

Ｔ
Ｃ
医
薬
品
に
転
用
さ
れ
た
医

薬
品
（
ス
イ
ッ
チ
Ｏ
Ｔ
Ｃ
医
薬

品
）
の
購
入
費
を
い
い
ま
す
。

　
確
定
申
告
書
の
作
成
は
国
税
庁

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（w

w
w
.
n
t
a
.
g
o
.
j

p

）「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー

ナ
ー
」
で
画
面
の
案
内
に
従
っ
て
金

額
な
ど
を
入
力
す
れ
ば
、
税
額
な
ど

が
自
動
計
算
さ
れ
、
簡
単
に
作
成
で

き
ま
す
。

　
作
成
し
た
申
告
書
を
ご
自
宅
の

プ
リ
ン
タ
で
印
刷
す
れ
ば
、
混
雑
し

た
確
定
申
告
会
場
に
行
く
こ
と
な

く
、
郵
送
な
ど
で
提
出
す
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
ま

た
、
作
成
し
た
デ
ー
タ
は
「
e
‐
Ｔ

ａ
ｘ
（
電
子
申
告
）」
を
利
用
し
て

提
出
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
詳
し

く
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（w

w
w
.
n
t
a
.
g
o
.
j
p

）
で
確
認
で
き
ま

す
。

※
プ
リ
ン
タ
が
な
い
場
合
で
も
、
Ｐ

Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ
ル
で
保
存
す
れ
ば

コ
ン
ビ
ニ
な
ど
で
出
力
可
能
で

す
。

※
e
‐
T
a
x
（
電
子
申
告
）
の
ご

利
用
に
際
し
て
は
、
個
人
番
号

カ
ー
ド
（
電
子
証
明
の
有
効
期

限
が
切
れ
て
い
な
い
住
民
基
本

台
帳
カ
ー
ド
で
も
可
。）
、
Ｉ
Ｃ

カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ラ
イ
タ
の
購

入
な
ど
の
事
前
準
備
が
必
要
と

な
り
ま
す
。（
電
子
証
明
は
個
人

番
号
カ
ー
ド
に
標
準
搭
載
さ
れ

て
お
り
ま
す
。）

　
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

問
合
せ
＝
本
庄
税
務
署
　
緯
　
‐
22

２
１
１
１
（
自
動
音
声
案
内
）

　彩の国さいたま人づくり広域連合では、公務員の仕事の意義や魅力を知ってもらうことを目的に「埼玉県内

市町村職員採用情報フォーラム2018」を開催します。

　当日は、県内市町村で『まち』の魅力発信に取り組む職員による仕事紹介やトークライブ、また個別相談コー

ナーで公務員の実際の仕事や受験体験談など、現役職員の生の声を聴くことができます。

　入場無料、事前申し込み不要となっております。ぜひお気軽にお立ち寄りください。

「埼玉県内市町村職員採用情報フォーラム2018」を開催します

医
療
費
控
除
で
の
領
収
書
の
提

出
が
不
要
に
な
り
ま
し
た
！

セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン

税
制
！

確
定
申
告
書
は
自
宅
で
作

成
で
き
ま
す
！

問合せ＝彩の国さいたま人づくり広域連合　人材開発部

　　　　市町村職員担当　緯048‐664‐6681

【日　時】２月14日我　午後１時～４時

　　　　　　　　　　　（午後０時30分開場）

【会　場】埼玉会館　大ホール

　　　　　さいたま市浦和区高砂３-１-４

                 ※ＪＲ浦和駅西口より徒歩６分

【定　員】1,300名（先着順）

【申込み】事前申込不要（入場無料）

【内　容】第１部：「市町村の仕事紹介

　　　　　　　　　　～『まち』の魅力を伝えたい！～」

　　　　　第２部：「市町村職員によるトークライブ

　　　　　　　　　　～50分間ホンネトーーーク！～」

　　　　　第３部：「個別相談

　　　　　　　　　　～あなたの未来をナビゲート～」


